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１．はじめに
従来、経験科学を自認する社会学においては、価値判断を含む言説や社会政策などに関与する実践的

活動を自制しようと努める傾向が強かった。しかし近年では、現代社会の直面するさまざまな危機に的

確に対応するために、単なる現状把握や未来予測に終始するのではなく、実現すべき理想の社会を構想

することが、社会学に求められ、既存の社会学のあり方が問い直されている。たとえば武川正吾は、こ

れまで日本の社会学者には公共政策への関与を回避する強い傾向があったと指摘する。武川は、この原

因としてマックス・ヴェーバーの価値自由のテーゼが、価値判断に社会学者が関わっていけないことだ

と誤読され、日本の社会学者が「公共政策からの逃走」に陥ってしまったためだとして、こうしたバイ

アスを克服して政策志向の社会学を確立しなければならないと主張している（武川 2007:19）。また盛山

和夫は、現在、共通の理論的基盤が存在しない社会学においては、個々の研究者がバラバラなままで専

門領域に埋没し、すべての価値観は相対的だと考える相対主義の勃興が社会学共同体の形骸化に一層の

拍車をかけていると批判し、こうした現状を克服するためには「社会学が純粋に経験科学であろうとす

ることを放棄し、望ましい社会的世界を探究する規範的な社会構想の学」であることを目指すべきだと

提言した（盛山 2005:29）。

ところでこのように既存の社会学のあり方が見直され、実現すべき理想の社会構想を語ることが社会

学に求められるようになった一因として、「規範理論」（normative theory）の影響を無視することはでき

ない。政治学を中心とする社会科学の領域において「規範理論」とは、自由・平等・正義などの観点か

ら社会のありかたを問い、あるべき理想の社会構想を提示する現代思想の諸潮流を指している。この「規

範理論」と社会学における従来の規範的研究とでは、念頭に置く「規範」（norm）の定義や論ずる主題

が大きく異なっている。

この政治哲学を発祥の地とする「規範理論」と社会学における従来の規範的研究の違いを明確化しな

ければ、社会学において「規範」に関する議論は錯綜する恐れがある。特に社会学が経験科学である
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べきか、「規範的な社会構想の学」であるべきか、という問題に関しては両研究の違いを踏まえた上で、

検討する必要がある。

そこで本稿では、この違いを際立たせるために、まず政治哲学の分野において「規範理論」を牽引し

てきたジョン・ロールズの正義論の内容を概観し、次に現代社会学の始祖のひとりであるタルコット・

パーソンズが秩序問題を論じるなかで「規範」をどのように位置づけているのかを検討する。この比較

によって明らかになるのは、「規範理論」と社会学の「規範」に関する研究が、共に規範的研究と称さ

れながら、前者が「規範的問い」に基づくものに対して、後者が「経験的問い」に基づくという、違い

があることである。環境問題を例にすれば、ここで「規範的問い」とは、「地球温暖化をいかにして防

ぐか？」と問うことを意味し、「経験的問い」とは「地球温暖化の原因は本当に CO2 なのか？」と問う

ことを意味する（盛山 2011:83）。

次に本稿では、パーソンズの秩序問題を批判的に継承したハロルド・ガーフィンケルが、「規範的問い」

を排し「経験的問い」を徹底化して秩序問題に取り組むことで「規範」の経験的研究を行ったことを論じ、

最後にこれとは対照的に盛山和夫が、パーソンズが「経験的問い」と「規範的問い」とを峻別せず「秩

序問題」に取り組んでいたと批判した上で、「規範的問い」を重要視して社会学を「規範的な社会構想の学」

であるべきだと提言したことを論じる。盛山は、社会学の考察対象である「社会関係」などが経験的な「事

実」だけで確立されたものではなく「規範的な事実」によって成り立つため、社会学が純粋な経験科学

たりえないと論じている。しかし本稿で明らかになるように「規範的問い」に基づく「規範理論」にお

いて「規範」は経験科学の考察対象の枠組みを超えたものとして論じられているが、社会学の規範的研

究のように「経験的問い」に基づく規範的研究においては、「規範」はあくまでも経験科学の考察対象

である。社会学が純粋な経験科学を目指すべきか、「規範的な社会構想の学」を目指すべきかどうかは、

社会学が「規範的な事実」を考察対象にしていることによって決定されるのではなく、研究者が「規範

的問い」と「経験的問い」のどちらの問いをもって社会学の研究にのぞむかにかかっている。

２．ロールズの正義論
「規範理論」を牽引する中心的役割をはたしてきたのが、アメリカの政治哲学者ロールズであり、彼

の主著『正義論』が 1971 年に公刊されると、ロールズの思想が体現する現代リベラリズムに対抗して、

リバタリアニズムやコミュニタリアニズムの立場から「規範理論」をめぐって精力的に議論が繰り広げ

られてきた。

本章ではまずロールズの主著である『正義論』の内容を簡単に概観し、「規範理論」の特徴を把捉す

ることにする。ロールズの『正義論』が公刊された 1971 年という時代は、50 年代から続く公民権運動

や女性解放運動、泥沼化したヴェトナム戦争に対する反戦運動の高まりによって、それまで自明視され

てきたアメリカ社会の価値観がゆらぎをみせた時代であった。ロールズの『正義論』は、既存の価値観

が問いなおされる同時代のアメリカ社会にあって、こうした対立を調停するとともに、マイノリティー

の権利が遵守される社会制度の樹立を目指すことをねらいのひとつとしていた。
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ロールズが高く評価されたのは、『正義論』がこうした時代の要請に応えただけでなく、第２次世界

大戦後、科学としての政治学を確立するために経験的・実証的研究に政治学の研究が傾斜したために、

政治哲学や政治理論が長らく停滞していた中にあって、こうした停滞を打ち破り、政治哲学の復興に大

きく寄与したためでもある。

『正義論』において「社会」は、法的権利、モノ、サービスなどの社会的資源が作り出す人びとの「連

合体」（association）と捉えられている（Rawls [1971]1991:4 ＝ 2010:7）。この「連合体」によって社会的

資源は作り出されるが、その資源は稀少であるために、負担と利益の分配をめぐって利害対立が生じる

ことになる。

ロールズによると、こうした社会的資源の配分や基本的自由の保障を定めるものが「社会制度」で

あり、この制度は、個人的な道徳や生き方を意味する「善」（Good）ではなく、人々に社会的協働を促

し、社会的資源の公正な配分を実現する規範的原理を指す「正義」（Justice）に基づかなければならな

い。「正義」は、思想にとって「真理」が第一の徳目であるのと同様に、「社会制度」の第一の徳目であ

ると、ロールズは主張する。このことは思想が「真理」に反している場合は改められなければならない

ように、現実の社会制度も「正義」に反している場合は改められなくてはならないことを意味する（Rawls 

[1971]1991:4 ＝ 2010:7）。このようにロールズにとって「正義」とは現実の「社会制度」の当否を判定

するための規範的原理そのものであり、彼はこの「正義」に適った社会制度が実現することを「社会が

秩序だっている」（a society is well-ordered）と表現している（Rawls [1971]1991:4 ＝ 2010:7）。

ではなぜロールズは、特定の「善」に肩入れせず、「公平さ」を体現する「正義」に基づき「社会制度」

を整えるよう唱えたのであろうか。このことを、公民権運動を例に考えてみれば、人種差別をしてきた

側の「善」に基づき社会制度を改正すれば差別を助長することになり、逆に差別されている側の「善」

に肩入れして「社会制度」を改正しようと試みても、差別している側がマジョリティーであった当時に

おいては、大きな反発を招きさらなる対立をあおる危険性がある。そのためロールズは、差別されてい

る側の基本的人権を擁護するために、特定の「善」に肩入れせず「公平」と見なされる立場に立った上

で、全ての成員の基本的権利が保障されるべきであることを主張する必要があった。

社会制度が「正義」に適ったものとみなされるには、社会の成員が、その制度を「公正」であると受

け入れて同意する必要がある。その場合「公平」な人が「公平」だと判定した社会制度のほうが、そう

でない人が「公平」だと判定した「社会制度」よりも、社会の成員は当該「社会制度」が「公正」で「正義」

に適ったものだと受け入れるだろう。しかし現実社会に生きる人びとは、みな何らかの立場や利害に縛

られて日々の生活を営んでいる。こうした利害関係に巻き込まれている人間は、口では「公平」と言い

ながらも、自分の立場にとって都合のよい原理・政策を採用しようとするかもしれず、「公平な」人間

と呼ぶにはその信頼性に問題がある。

そこでロールズは、ホッブズ、ロック、ルソーが提唱した「社会契約という伝統的な考え方を一般化

しかつ抽象度を一段と高めた正義の理論」（Rawls [1971]1991: xviii＝ 2010:6）を呈示することで「公正な」

判断が可能となるような仮説的状況を設定する。社会契約論とは、周知のように国家や法が成立する以
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前の「自然状態」（the state of nature）を理論的に想定し、そこから、なぜ社会契約が成立したかを考察

することで、国家や法の支配の正当性を検討するものである。社会契約論は、「経験的問い」に基づく

歴史的考察ではなく、あくまでも「規範的問い」に基づいて、「自然状態」という反実仮想の状態をシミュ

レーションした上で、現実社会の国家支配、社会制度のあり方を吟味することを目的としている。

社会契約論をより一般化・抽象化したロールズは、「自然状態」ではなく「原初状態」（the original 

position）という人びとの間でまだ共通のルールが確立されていない反実仮想の状態を想定する。その

上で彼は、この「原初状態」という仮想的な状況において、いかなる規範的原理が「正義」に適った公

正なルールとして認められ、社会契約が結ばれるかを検討している。

ここで「原初状態」とは、合理的に自分の利益を追求する人々が「無知のヴェール」（the veil of 

ignorance）にかけられた仮想的な状況を意味する。「無知のヴェール」とは、自分の社会的な地位や資

産、好み、知的・身体的能力の程度についての知識を一時的に遮断する仮説的な装置である（Rawls 

[1971]1991:118 ＝ 2010:185）。「原初状態」では、人びとは「無知のヴェール」に覆われ、自分の社会的

な地位などの知識を一時的に忘却してしまう。その結果「原初状態」に置かれた人びとは、自分の社会

の中での位置づけが分からないため、特定の立場に肩入れすることなく、「公正な」判断を行うことが

可能になると、ロールズは考えている。

ロールズは、「原初状態」において承認される規範的原理として「正義の二原理」（two principles of 

justice）を提示する。「正義の第一原理」とは、すべての人は、基本的自由に対する平等の権利を持つ

という基本的自由の保障を意味する。これに対して「正義の第二原理」とは、機会均等のもと、最も恵

まれない人びとの利益になる場合にのみ、社会的、経済的不平等は許されるというもので、格差の制限

と是正を主眼としている（Rawls [1971]1991:53 ＝ 2010:84）。ロールズの考えによれば、現実社会では有

利な立場に立つ人間であっても、「無知のヴェール」に覆われた「原初状態」では、自分の社会的・経

済的立ち位置、人種、思想がわからなくなるために恵まれない人間の立場を考えた「公平な」判断が可

能になると言う。

以上簡単にロールズの『正義論』の概要をみてきたが、ロールズは、「原初形態」という人びとが「公

平」に判断できる仮説的状況を設定した上で、「正義の二原理」がそうした人びとによって「公平」で

あると承認される規範的原理であることを示し、この原理が現実社会に生きる人びとにとっても「正義」

に適った「公平」なものであることを示そうとしている。ロールズにとって「正義」とは、経験的に観

察可能な社会生活を営む人びとの規範的意識なのではなく、現行の社会制度のありようを判定する基準

を第一に意味している。こうしたロールズの「規範理論」は、規範的研究のうち現実社会のあり方を判

定する規範的原理や命題を導出したり提示したりする研究の範疇に入るとされ、これまで経験科学であ

ることを自認してきた社会学においてはほとんど研究されてこなかったものである（盛山：2009）。もっ

ともロールズの『正義論』が基本理論と呼ばれるゆえんは、規範的原理や命題を呈示したからというよ

りも、むしろ実現すべき理想社会を積極的に構想したことにある。このように「規範理論」は、「規範」

を考察対象としているからではなく、「規範的な問い」に基づいて実現すべき理想社会の構想する点が、
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「規範的」理論であると捉えられているのである。

３．パーソンズの秩序問題――事実的秩序と規範的秩序――
ヴェトナム戦争が泥沼化し、混迷を極めたアメリカ社会においてロールズが、主著『正義論』と共に

一躍脚光を浴び、現代リベラリズムを代表する政治哲学者として名声を博していたのとは対照的に、晩

年にさしかかった二十歳年長のパーソンズの提唱する社会システム論は、既存の社会制度を擁護する保

守的な性格を有しているとして、現象学的社会学やシンボリック相互作用論、エスノメソドロジーなど

の社会学の新しい潮流から厳しい批判にさらされていた。

『正義論』が公刊された当時の彼らの置かれた状況は非常に対照的であったが、ロールズと同様にパー

ソンズもまた社会契約論を批判的に継承しながら規範的研究を行った。パーソンズが公刊された著作の

なかで功利主義と対峙したのは、『正義論』の公判からさかのぼること 30 年以上まえの 1937 年の処女

作『社会的行為の構造』においてであった。この著作においてパーソンズが目指したのは、功利主義に

代わりうる行為論を呈示し、トーマス・ホッブズの提起した問題を解決することにほかならなかった。

パーソンズの見解では、功利主義のように自己の利益と欲求を徹底的に追及する合理的な諸個人によっ

て社会が構成されていると想定すると、かつてホッブズが提起した「万人の万人に対する闘争」に帰結

するのではないかと問題提起している。

先にロールズの『正義論』を論じた際に社会契約論が「規範的問い」に根ざすものであることを論じ

たが、ホッブズもまた、ピューリタン革命にゆれたイギリス社会が内乱によってふたたび混乱に陥らな

いように、社会を安定化させる秩序をいかに正当化するか、という「規範的問い」に基づいて社会契約

論を展開している。そしてホッブズの想定する「自然状態」では、人間は本来自己の利益を最優先する

ために各々の利益のための争いに明け暮れ、ほどなく自滅に至るほかなく、「万人の万人に対する闘争」

という悲劇的状況に陥らざるを得ないとされている。ホッブズは、この悲惨な帰結を回避する方法とし

て、「リヴァイアサン」という絶対権力の必要性を訴えることで、イギリス社会の混乱に終止符を打と

うとした。

ホッブズの見解では「万人の万人に対する闘争」に社会が陥るのは、彼の想定する「自然状態」とい

う国家や法の支配誕生以前の状態に由来している。ホッブズは、このような「自然状態」という反実仮

想の状況を想定することで、国家や法の支配の必要性を論じている。しかしパーソンズにとって「万人

の万人に対する闘争」は、ホッブズの功利主義的な思想の難点によって生じたものと捉えられている。

ホッブズの社会理論を功利主義の典型と考えるパーソンズは、「ホッブズには、ほとんどまったくといっ

ていい程、規範的思考が欠如している」（Parsons 1937:89 ＝ 1976:148）と批判する。ここでパーソンズ

が功利主義として批判するのは、「原子論、合理性、経験主義、そして目的のランダム性によって特徴

づけられる行為の理論体系」⑴であり、この理論体系を彼は「社会理論の功利主義的体系」と呼んでい

る（Parsons 1937:60 ＝ 1976:100）。

『社会的行為の構造』の第２章の「行為の理論」では「行為」の準拠枠として ①「行為者」②「目的」
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③「状況」④「規範的志向」を挙げているが、パーソンズの功利主義批判は功利主義が行為の準拠枠とし

て「規範的志向」を軽視している点に向けられている。パーソンズの行為論では、「行為者」は「目的」

達成のために「行為」を方向づけるが、その際制御できない状況が「条件」であり、制御できる状況が

「手段」であるとされている。

パーソンズは、「行為者」には「目的」達成のために選択の幅があり、代替手段をもっていると指摘

している。その際パーソンズは「行為者」の手段選択を方向づけるのもとして「規範」という分析概

念を導入している。ここで彼は「目的」を「行為者によって望ましいものと見なされているが故にあ

る行為がそれへと方向づけられているような事象の未来状態である」（Parsons 1937:75 ＝ 1976:120）と

定義した上で、「規範」を「このように望ましきものと見做された行為の具体的コースを言葉で記述し

たものであり、そこにはこのコースに見合った未来の行為に対する命令が結びついている」（Parsons 

1937:75 ＝ 1976:121）と述べている。パーソンズの見解では、「行為者」の制御領域内では「手段」は

何の脈絡もなくでたらめに選ばれるわけでも「行為」の条件によって一義的に決定されるわけでもなく、

この「規範」という選択要因によって方向づけられている。言い換えれば、このように「状況」から独

立して行為の「目的―手段関係」を制御するものが、「規範」と呼ばれているのである。パーソンズの

指摘するところでは「行為概念にとって本質的なことは、規範的志向が存在せねばならない」（Parsons 

1937:45 ＝ 1976:79）ということであって、あらかじめ何か特定のタイプの「規範的指向」が存在する

ことを前提にして議論を進めるものではない。

パーソンズの批判する功利主義は、行為の「目的―手段関係」を制御する「規範」に関して「能率の

合理的規範」（Parsons 1937:56 ＝ 1976:95）と呼ばれるもの以外のいかなる積極的な観念も考慮せず、し

かも原子論的立場から多数の行為者の目的相互の関係について問題にしないため、功利主義者たちの描

く行為者の目的は統計的意味においてランダムであることになってしまった。

このような観点からパーソンズは、ホッブズの描く功利主義的な人間像には、手段の行使、特に暴力

と欺瞞の行使に対する制約が欠けているために、そうした功利主義的人間像を前提にすると、人びとは

権力を求める無制限な闘争を繰り返し、「万人の万人による闘争」に帰結せざるをえず、社会秩序が不

安定なものになってしまうと結論づけている。

「規範」を軽視する功利主義の社会理論としてホッブズの思想を批判するパーソンズは、ホッブズ

の難点を克服するために、社会秩序を「事実的秩序」（factual order）と「規範的秩序」（normative order)

に区分した上で、「規範的秩序」の遵守が「事実的秩序」の安定化につながるとして「秩序問題」の解

決を目指している。

ここでパーソンズは「事実的秩序」を、「確率の統計的法則に従う現象の厳密な意味におけるランダ

ム性あるいは偶然性」の反対に位置づける。「偶然性あるいはランダム性とは、理解不能あるいは知的

な分析が不可能だということを指し示すための総称的用語である」と考えるパーソンズにとって「事実

的秩序」は、「本質的に論理的理論、特に科学というものによって理解可能」な秩序を指している。こ

れに対して「規範的秩序は、それが目的であれ規則であれあるいは他の規範であれ、常に規範あるいは
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規範的要素の一定の体系と相関的なものである」（Parsons 1937:91 ＝ 1976:152）という。

「事実的秩序」と「規範的秩序」をこのように定義したパーソンズは、「万人の万人に対する闘争」

に陥らずホッブズの望むように「事実的秩序」が長期にわたって安定化するには、「規範的秩序」が一

定程度遵守されていなければならないと下記のように主張する。

特定の事実的秩序が存在するのは、その過程がある程度まで規範的秩序に従っている限りにおいてで

ある。したがって社会秩序は、それが科学的分析を受けつけるものである限り常に事実的秩序である

のだが、しかしそれが長く維持されるとすれば、何らかの規範的要素といったものが効果的に機能し

なければ決して安定しえないようなものなのである。（Parsons 1937:91 ＝ 1976:152）

経験科学の分析対象になるのは常に「事実的秩序」であり、「規範的秩序」は、研究者が社会を分析

するための概念として経験的研究に先立って導入された分析枠組である。パーソンズは、「規範」を軽

視する功利主義の社会理論に基づけば「万人の万人よる闘争」に陥るはずにも関わらず、「事実的秩序」

が安定化しているとすれば、そこには「規範的秩序」の働きが存在すると主張することで、「規範」が

行為の「目的―手段関係」を制御するものであることを論証しようと努めている。

パーソンズにとって「規範的秩序」とは実現すべき理想的な秩序を意味するのではなく、「事実的秩

序」の安定化を分析するための理論的仮説であった。パーソンズによれば、行為者の精神的内容に関与

せざるを得ない社会科学者は、行為者の視点にたつ主観的側面と、行為の科学的観察者の視点からみる

客観的視点に区別する必要がある。このように主観的視点と客観的視点を区別するパーソンズは、観察

対象である「行為者」が主観的に特定の「規範的志向」を遵守していることは「観察者にとって何ら規

範的合意をもたない」と指摘し、「観察者の態度は、自らの主題である規範的感情に対して肯定的にも

否定的にも関与することのない、客観的な観察者の態度を終始保ったままである」（Parsons 1937:75 ＝

1976:122）と主張している。

このようにパーソンズは『社会的行為の構造』において社会秩序の安定化に「規範」がどのように

作用しているのかを問題にしている。パーソンズの行為論が規範的研究と呼ばれるのは、「事実的秩序」

を経験的に考察するための分析枠組として「規範」を論じたことによる。これは同じ規範的研究といっ

ても理想的な社会を実現する規範的原理をとは何かを問うロールズとは、念頭に置かれた「規範」の定

義や主題が大きくことなっている。ロールズの正義論が「規範理論」と呼ばれるゆえんは、経験的に観

察可能な社会生活を営む人びとの規範的意識を問題にするのではなく、現行の社会制度のありようを判

定する規範的な基準として「正義の二原理」を提示した点にある。「規範理論」がロールズの正義論の

ように「規範的問い」に基づいて「規範」を論じているのに対して、社会学の規範的研究はパーソンズ

のように「経験的に問い」基づいて「規範」を論じている。

しかしパーソンズの問題点は、「秩序問題」を論じる際に彼が継承したホッブズの社会契約論が「規

範的問い」に端を発していたという点にある。「万人の万人に対する闘争」という悲劇的状況を「自然
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状態」に設定したホッブズであれ、「無知のヴェール」に人びとが覆われた「原初状態」という反実仮

想の状態を想定することで「正義の二原理」の正当性を論じたロールズであれ、社会契約論というもの

は現実の社会のあり方を「規範的問い」に基づき検討するところに特徴がある。

パーソンズの指摘するところでは、「規範的秩序」であるかはどのような規範的立場に立つかに依存

しているという。例えば「『生存競争』はキリスト教倫理の観点からみればカオス的状態であるが、こ

のことは、そのカオスが科学的意味における法則、すなわち現象のもつ過程の斉一性に従わないという

ことをいささかも意味するものではない」（Parsons 1937:91 ＝ 1976:152）という。それゆえホッブズの「万

人の万人に対する闘争」がカオス的状態であるとされるのも、そうしたカオス的状態が回避された「事

実的秩序」が「規範的秩序」の遵守によって成立しているというのも、特定の規範的立場にたってのこ

とである。

したがってパーソンズにとって「規範的秩序」とは「事実的秩序」を分析するための理論的仮説に過

ぎないはずなのだが、このようにホッブズの「規範的問い」に基づく問題設定を継承してしまったため

に、実現すべき理想的な秩序としても位置づけられてしまっている。この点を問題にしたのが次に論じ

るエスノメソドロジーの創始者ハロルド・ガーフィンケルである。

４．ガーフィンケルのエスノメソドロジーにおける「規範」概念
パーソンズは「秩序問題」を論じるなかで、現にある社会がなぜホッブズの想定する「万人の万人に

対する闘争」という悲劇的状況に陥らずにすんでいることを問題にしているが、単に「経験的問い」に

基づいて「事実的秩序」を問題にするのであればわざわざ「万人の万人に対する闘争」という「自然状

態」を想定して議論を進める必要があるのかが疑問となる。なぜなら「事実的秩序」は現に成立してい

るのであるのだから、その経験的研究に徹すれば「経験的問い」に基づいて「秩序問題」を検討するこ

とは可能だからである。

ガーフィンケルの提唱したエスノメソドロジーは、パーソンズの理論的仮説としての「規範的秩序」

を前提として、人びとの日常生活の実践のうちに示される「事実的秩序」のうちに「規範」を経験的に

観察することが可能であると考える（Hilbert 1992）。ガーフィンケルは、パーソンズの行為論のうちに

潜んでいた「規範的問い」を排し「経験的問い」を徹底化して「秩序問題」に取り組むことで「規範」

の経験的研究を試みた。

ガーフィンケルは元々大学院生時代にパーソンズの指導を受けながら研究を行っていた。しかしなが

ら、ガーフィンケルは博士論文やその後の研究においてパーソンズの理論を批判し、彼とは異なる形で

「秩序問題」や「規範」についての考察を行った。ガーフィンケルは 1952 年に提出した博士論文『他者

の知覚』において、パーソンズが考察した「秩序問題」に対しその問題点を指摘している⑵。ガーフィ

ンケルによれば、ホッブズにせよパーソンズにせよ、彼らはあらかじめ一定の理論的仮説に基づく「行

為者」をモデルにして「秩序問題」を考察しているという。「事実的秩序」のうちに「規範」の経験的

研究を行おうと試みるガーフィンケルは、社会における実際の行為者たちはホッブズやパーソンズが前
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提としているような人間像とは解離していると考えている。

ガーフィンケルによれば、実際の人々の「行為」は、ホッブズやパーソンズがモデルとする人間像と

は異なり、「普段の生活に根ざした意味での合理性」に基づいて行われているという。ガーフィンケル

は、社会における「秩序」を分析するには、「行為者」たちが日常的世界において行っている自然的態

度の「合理性」から考察を出発すべきであるとしたのであった。このようなガーフィンケルの立場から

すれば、パーソンズのようにホッブズの想定する「自然状態」から「秩序問題」の考察を出発する必要

も、また「事実的秩序」を分析するために「規範的秩序」という理論的仮説を設定する必要もなく、「秩

序問題」の考察は、現実の「事実的秩序」それ自体から出発しなければならない。

博士論文においてホッブズとパーソンズを批判し、いわば人々の日常生活における「合理性」からの

考察を提唱したガーフィンケルは、それから約 15 年後の 1967 年に『エスノメソドロジー研究』を出版

し、社会学において「エスノメソドロジー」という用語やその研究方針を広く知らしめることとなった。

なお「エスノメソドロジー」とは、直訳すると「人々の（ethno）方法の（method）学（-logy）」という

意味⑶になり、その名の示すとおり人々の日常的な「方法」によっていかに相互的に社会が作り上げら

れているのかということを研究の対象とする。ここでいう人々の「方法」とは、人々が日常生活のなか

で相互的に行っているさまざまな「方法」、例えば「会話」や「ジェスチャー」などといった普段我々

が何気なく行っているさまざまな行為や仕草といったものすべてが当てはまる。そしてもう一つ重要な

ことは、我々の多くはそうした人々の行う何気ない「方法」についてそれらを見て「理解可能」だとい

う点である。例えば我々は日常の場面においてさまざまな人々の「方法」を見ている。そしてそれらを

「挨拶」であるとしたり「喧嘩」をしているのだとしたりあるいは演劇の稽古でそれらを「演じている」

のだと「説明」することができる⑷。すなわち人々が行う「方法」とはお互いに「観察可能」で「理解

可能」なものである。むしろそのような性質を持つ「方法」でなければ我々はそうした「方法」そのも

のを普段の生活で使用することができなくなってしまう。そしてそのことは、それらを分析しようとす

る観察者の立場においても同様となる。すなわち、ある社会の「成員（メンバー）」であるということは、

同時にそうした人々の「方法」を「理解」しそれを「説明」することができる人々のことを示すことに

もなる。このようにガーフィンケルは人々の絶え間なく行われている「方法」の相互的達成こそが社会

そのものを作り上げているとし、それらを詳細に分析することによって「社会」そのものの成立を見て

いく手法を提唱したのであった。

このようなガーフィンケルの主張には、前述した博士論文における「秩序問題」批判の影響を見いだ

すことができるだろう。そしてこうした視点からの研究は、同時にパーソンズ的な「規範」概念に対す

る批判と、それとは別の視点からの「規範」概念の考察を生み出すことにもつながっていった。

エスノメソドロジーにおける「規範」とは、パーソンズが主張するような研究者によってあらかじめ

設定された理論的仮説ではなく、「事実的秩序」のうちに人々の相互的なやりとりを通じて生み出され

るものであり、またそうしたやりとりを通じてはじめて我々の前に「規範」として立ち現れてくるもの

と考えられている。例えば「信号が赤信号のときに人々が横断歩道を渡らず待機している」状況がある
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とする。この場合、パーソンズ的な「規範」解釈では「人々が『赤信号のときに横断歩道を渡ってはな

らない』という社会的な『規範』を遵守しているから」だということになるだろう。しかし、エスノメ

ソドロジーにおいては「人々が赤信号のときに（お互いに）『横断歩道を渡らない』という相互的なや

りとりを行うことによってはじめてそのような『規範』が成立する」ことになる。そしてパーソンズ的

な「規範」概念では、実際にはすべての人々が赤信号のときに立ち止まるのではないにもかかわらず「赤

信号のときに常に人々は横断歩道を渡らない」という画一的な人間像しか描くことができない⑸と批判

する。そしてこうした人間像のことをガーフィンケルは「文化的な判断力喪失者」（cultural dope）と呼

んでいる（Garfinkel 1967 ＝ 1989:76）。このような解説からもわかるように、エスノメソドロジーにお

いては、あくまでも実際の人々の行為から見えてくる「規範」概念を分析することに重点が置かれており、

「規範」という分析概念をあらかじめ前提として、行為の説明を行わないのである。その意味において、

エスノメソドロジーにおける「規範」概念とは人々の「実践」であり、またそれらが人々の「行為」と

結びつくことによってはじめて「規範」になるものとして考えられている。すなわち、エスノメソドロ

ジーにおける「規範」とは人々の実際のやりとりを通じて立ち現れるものであり、「規範」そのものを人々

の行為から切り離して考察することには意味がないといえるのである。

このようにガーフィンケルの提唱した「エスノメソドロジー」は、「実現すべき理想的秩序がなんで

あるのか」という「規範的問い」を徹底的に排して、「経験的問い」に基づいて人びとの日常生活の実

践の中に現れる「事実的秩序」の観察から「規範」の経験的研究を行おうと試みている。

５．盛山和夫における経験科学と規範的な社会構想の学としての社会学
パーソンズの「秩序問題」を批判的に継承したガーフィンケルが、「規範的問い」を排し「経験的問い」

を徹底化して「事実的秩序」の観察から「規範」の経験的研究を行ったのとは対照的に、盛山和夫は、パー

ソンズが「経験的問い」と「規範的問い」を峻別せず「秩序問題」に取り組んだと批判し、「経験的問い」

よりも「規範的問い」を重要視して社会学を「規範的な社会構想の学」であると定めた。

盛山は、「秩序はいかにして可能か」というパーソンズの「秩序問題」には、本来区別されるべき、「経

験的問い」と「規範的問い」とのふたつの問いが存在すると指摘する（盛山 2011:80）。「秩序問題」に

おいて「経験的問い」とは「既存の秩序がいかに成立しているのか？」と問うことを意味し、「規範的問い」

とは「理想的な秩序はいかにして成立可能か？」と問うことを意味する。

ところがパーソンズおいては、このふたつの問題が渾然と混じり合って、「経験的問い」と「規範的問い」

とが峻別されていないと、盛山は批判する。現にあるデフォルトとしての「事実的秩序」がいかにして

成立しているかを問うことと、理想的と思える秩序を成立させるにはどうすればよいかと問うことを混

同すると、現にある「事実的秩序」を理想的な秩序と同一視する危険性があり、「経験的問い」と「規

範的問い」とをパーソンズが峻別できなかったことが、既存の秩序を肯定する保守的な考えなのではと

いう批判を彼にもたらしたと、盛山は考えている。

このようにパーソンズを批判する盛山であったが、「規範的な事実」を経験的「事実」と異なるもの
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と捉える点では、経験的に観察可能なのは「事実的秩序」であり「規範的秩序」を直接観察することは

できないというパーソンズの見解を継承している。そしてこうした観点から盛山は、経験科学と規範に

関する科学を対立的に捉え、社会学を「規範的な社会構想の学」であると定式化したのであった。

盛山によれば、経験科学とは「経験的に観測されることがらに基づいて知識の体系を構築していく学

問」であり、この科学の範疇には、天文学的観測や実験を通じて宇宙の体系や法則を発見してきた物理

学や化学、また当初は生物そのものの観察を通じて、今日では細胞やＤＮＡレベルでの実験を通じて知

識を組み立てる生物学などの自然科学が入るとしている（盛山 2011:10）。

ではなぜこのような経験科学の範疇に、社会学は入らないと盛山は考えているのであろうか。盛山に

よれば、社会学が考察対象とする「社会」はあくまでも理念的な存在であり、「いかなる社会が望まし

いのか」という規範的な判断が含まれる。たとえばテロや差別が横行している状態も「社会」のひとつ

と捉えられる場合もあれば、テロや差別がない状態こそが「社会」と捉えられる場合もあり、規範的な

判断によってどのような状態が「社会」とされるのかも変わってしまう（盛山 2011:86）。

同様に「社会関係」に関わる「事実」にしても、経験的な「事実」だけで確立されたものではなく、「規

範的な事実」を含んでいると、盛山は考える。たとえばＡさんが「Ｂさんは、僕の友人だ」とＢさんに

言ったケースを考えてみれば、この時「友人」という概念には、純粋な経験的概念だけでなく、現在お

よび未来においても妥当するはずの事実が、具体的には「友人」は「相手を裏切らない」、「困ったとき

は助けてくれる」といったような期待が含まれている。盛山によれば、「友人」という「社会関係」は、

単に経験的事実を指すのではなく、そこに「友人という役割期待が存在していること」（盛山 2011:88）

を意味する。このように「社会」や「社会関係」を考察対象とする「社会学」は、規範的な判断をどう

しても含んでしまうため、純粋な経験科学とはいえないと、盛山は考えている。

こうした見解を基礎にして盛山は、「これまで『経験科学』だと自己規定してきた社会学がどのよう

にして『秩序構想の学』として自己を変容させることができるのだろうか」（盛山 2011:251）と、社会

学が経験科学ではなく「規範的な問い」に基づく「秩序構想の学」を目指すべきだと提言した。このよ

うに盛山は、社会学の考察対象である「社会関係」などが経験的な「事実」だけでなく「規範的な事実」

によって成り立つことを、社会学が純粋な経験科学たりえないことの論拠としている。

しかし盛山の主張するように「規範的な事実」を社会学が扱うゆえに経験科学たりえないのであれば、

パーソンズが「経験的問い」と「規範的問い」とが峻別しないまま「秩序問題」を考察しているという

彼の批判も成り立たないであろう。すでにロールズとパーソンズの比較から明らかなように、「規範的

問い」に基づく規範的研究（規範理論）では、あるべき理想の社会を構想することが「規範的」と呼ば

れ、「経験的問い」に基づく規範的研究においては、「規範」を経験科学の考察対象とすることが「規範

的」と呼ばれている。

確かにロールズの「規範理論」が呈示した「正義の二原理」という規範的原理は、経験科学の考察対

象の枠組みを超えたものである。しかしこれはロールズの『正義論』が「規範的問い」に基づく規範的

研究だからであり、ガーフィンケルが試みたように「経験的問い」に基づき規範的研究に従事するなら
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ば、「規範」は人びとの日常生活のなかの実践のなかで経験的に考察可能なものである。したがって「規

範的な事実」を社会学が扱うからといって、そのことが直ちに社会学が純粋な経験科学とはなりえない

根拠にはならない。社会学が純粋な経験科学を目指すべきか、「規範的な社会構想の学」を目指すべき

かどうかは、社会学が「規範的な事実」を考察対象にしていることによって決定されるのではなく、研

究者が「規範的問い」と「経験的問い」のどちらの問いをもって社会学の研究にのぞむかにかかっている。

この点を盛山は混同しており、「社会学」を「共同性という価値に志向した秩序構想の学」（盛山 

2011:264-265）であると再定式した際に一方では経験的「事実」と「規範的な事実」を対立的に捉えな

がらも、他方では「経験的問い」と「規範的問い」と区分して「秩序構想の学」としての社会学の課題

を掲げている。

ここで盛山のいう「共同性」とは、「人びとのあいだでの『制度の共有』」を意味し、「人々が何らか

の共通の制度もとにあるとき、一定の共同性が成立している」（盛山 2011:54）とされている。また「制度」

とは、「人々が制度知識をもち、それに沿って行為することから成り立っている」（盛山 2011:55）こと

を指す。たとえば夫婦は、夫と妻に「家族」「婚姻」「夫婦」という概念に共通の理解があり、自分たち

が「夫婦」であるという認識をもって、「夫婦」には一定の規範的な関係が期待されていることを知っ

ていることによって、成立しているという。その意味で「制度はモノのように経験的存在するのではな

く、人々の了解の中に『理念的実在』として存在するのである」（盛山 2011:55）と盛山は主張する。た

だこのように「共同性」の基盤が人びとの了解の中に「理念的実在」するにしても、観察対象者がどの

ような規範的な了解を抱いているかということは、ガーフィンケルが明らかにしたように「事実的秩序」

のうちに「観察可能」で「理解可能」なものである。

「規範的な事実」の経験的研究が可能だからこそ盛山は、「経験的問い」と「規範的問い」を峻別し

た上で、「共同性という価値に志向した秩序構想の学」である社会学の課題として下記の 4点を挙げる

ことができるのである。

①現にある社会的世界にはいかなる共同性が存在するのか、その共同性のタイプを分類すること

②現にある共同性はどのように成立しているのか、そのメカニズムやしくみを解明すること

③現にある共同性には、どのような問題があるのか、探究すること

④望ましい共同性のありかたはどのように理論化できるのか、検討すること（盛山 2011:264-265）

 上記の４点は、よりわかりやすく言えば、課題①は、現にある社会がどのような特徴を備えた社会

かを検討すること（他の社会と比較して分類できるとさらに望ましい）を意味し、課題②は、①で考察

した特徴が、どのような経緯で成立したのか、そのメカニズムと仕組みを解明することにある。課題③は、

①、②の考察を踏まえた上で、現にある社会にどのような問題が存在するのかを探求することを意味し、

課題④は、③の問題が解決されるような理想的な社会をいかに実現させるのかを検討することを意味す

る。このうち①から③は、「経験的問い」に基づく課題であり、④が「規範的問い」に基づく課題である。
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もし盛山のいうように「共同性」が「規範的な事実」によって支えられていることをもって「経験的問

い」に基づいて研究できないとしたら、①から③までの課題を行うことは困難となる。パーソンズにた

ちかえって言えば、観察対象者がどのように「規範的志向」を抱いているかを検討することと、観察者

である科学者がどのような規範的判断を下すことは、分けて考えなければならない。

６．まとめ
これまで考察してきたように「規範理論」と社会学の規範的研究では、同じ「規範」の研究といって

もその内実は大きく異なっている。例えばパーソンズは、「経験的な問い」に基づき「規範」が社会秩

序の成立にどのように寄与しているのかを問題にしている。パーソンズの行為論において「規範」は現

実社会を分析するための理論的仮説であると共に、「事実的秩序」に影響を与えている場合には経験科

学の考察対象である。これに対して「規範理論」では、狭義には現実社会の当否を判定する基準として

「規範」を論じる点が、また広義には実現すべき理想の社会学を構想する点が、「規範的な」理論である

とされている。

「規範」が経験科学の考察対象かどうかは、その考察が「規範的な問い」に基づくものなのか、「経

験的問い」に基づくものかに左右される。ロールズのように「規範的な問い」に基づいて、規範的原理

を探求する場合においては、その原理は経験科学の考察対象の枠組に決して収まるものではない。しか

し「経験的な問い」に基づけば、ガーフィンケルのように「事実的秩序」から「規範」の経験的な研究

は可能といえる。したがって盛山のいうように社会学の考察対象が「規範的な事実」によって成り立っ

ているのは、その通りだが、そのことを論拠にして社会学は純粋な経験科学であることを放棄して「望

ましい社会的世界を探究する規範的な社会構想の学」であることを目指すべきとは言えない。

社会学が「規範的な社会構想の学」を目指すべきかは、社会学が「規範的な事実」を考察対象とする

「事実」によって決定されるのではなく、「意欲する人間」が実現すべき理想の社会を構想しようと「規

範的問い」に基づいて社会学の研究を行うかどうかにかかっているのである。

注
⑴　パーソンズは、功利主義のような個人主義的な「行為論」が、現実の具体的な社会システムを理解するために

必要とするすべての「事実」を、分析的な観点から孤立化した「個人」に基づいて記述しようと試みるもので

あることを指摘し、こうした個人主義的な「行為論」の特徴を「原子論的」と呼んでいる（Parsons 1937:72 ＝

1976:117）。

⑵　こうしたガーフィンケルの考察の詳細については（浜 1992）等を参照のこと。なおガーフィンケルは博士論文の

段階ではシュッツの現象学的社会学の考察をもとに人々が相互行為を行う際の視点の「一致」という問題に取り

組んでいたが、後のエスノメソドロジー提唱後の研究においてそれらの考察は別の視点へと変化していったとさ

れる。とはいえ後述するように彼の博士論文において提唱された視点は後の研究における礎となっていることは

間違いないだろう。

⑶　エスノメソドロジーにおける「エスノ（ethno）」という単語は、「民族」といった一般的な意味ではなく社会に生
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きる「人々」もしくは「社会の成員（メンバー）」（Garfinkel & Sacks 1970:340）という意味を持つものとして定

義されているが、これは以下のような理由によるものである。創設者であるガーフィンケルは「エスノメソドロ

ジー」の構想を練っていた 1950 年代に陪審員に関する研究を行っていた。その中で彼が特に注目していたのは、

法律の「素人」である陪審員たちがいかにして自分たちの持つ日常的な「知識」を用いて「裁判」という「専門的」

な審議を行うのかという点であった。そしてその際に利用される法律家の持つ専門的な「知識」ではない、一般

の人々が持つ「知識」の体系を意味するもの（いわばキャッチフレーズ）を考えていた際、偶然目を通していた

イエール大学の比較文化エリアファイルの中に「『民族植物学（ethnobotany）』や『民族生理学（ethnophysiology）』

や『民間医術（ethnophysics）』という項目」（Garfinkel 1974:16 ＝ [1987]2008:15）を見つけた。そして彼は、そ

こでの「エスノ（ethno）」という用語が、単に「民族」という意味だけではなく、「ある社会のメンバーが、彼

の属する社会の常識的知識を、『あらゆること』についての常識的知識として（as common-sense knowledge of the 

‘whatever’）、なんらかの仕方で利用することができる」（Garfinkel 1974:16 ＝ [1987]2008:16）という意味で使用

されていることに気づいたという。例えば「民族植物学」では、当の社会の成員たちが植物をめぐる事柄を扱う

際に、社会のメンバーたちの「常識」を用いて分類するその仕方を研究するものであり、いわゆる「科学的」な

植物学的判断とは異なる類のものを取り扱っている。このように「エスノ（ethno）」という用語が示すものは、

単なる対象の表現に関する民族的・文化的相違といったものだけではなく、当の社会の成員たちが用いる常識的

な「知識」の体系をあらわしているものでもあり、そこからヒントを得て「人々の方法の学問」としての「エス

ノメソドロジー（ethnomethodology）」という用語を誕生させたのであった。なお余談ではあるが、ガーフィンケ

ルは一方でその後「エスノメソドロジー」という用語が社会学の中で一人歩きしてしまったことも認めており、

彼は「『ネオプラクシオロジー（“neopraxiology”）』――『新しい慣習の学』」（Garfinkel 1974:18 ＝ [1987]2008:19）

とでも新しく呼ぶことによって、「エスノメソドロジー」という呼称やその内容の同定に固執する（社会学の）

専門家から離れて自分たち自身の研究を続けていこうというシニカルな見解も述べている。

⑷　もちろん、すべての場面においてそうした「理解可能性」が与えられるとは限らない。実際には何をやっている

のか「わからない」行為が存在することは確かである。しかし、そのような場合においても我々はそれらを「わ

からないもの」として見ることができる。そしてそのような「わかる」ことと「わからない」こととの峻別の可

能性は、その社会の「成員（メンバー）」としての能力に関わる問題であるといえるのである。

⑸　パーソンズ的な説明では、こうした「規範」に従わない人々は社会的「逸脱」として説明され、それらは社会的

な「処罰」（サンクション）の対象となる。しかし、実際の社会生活において常に信号無視が処罰の対象となる

わけではない。エスノメソドロジーの批判はこうしたいわば実際上の場面や状況に応じた人々の行為と「モデル

化」された人々の行為との間に生じるギャップに向けられている。
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